
令和２年５月８日 

保護者の皆様 

京都市立梅津小学校 

校長  瀬川 葉子 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業期間の延長について 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，また，長期にわたる新型

コロナウイルス感染拡大防止の取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にあ

りがとうございます。  

さて，この度，政府による緊急事態宣言並びに京都府知事による休止要請が延長され

たことを受け，本市立学校・幼稚園の臨時休業期間を５月 31 日（日）まで延長するこ

とが教育委員会において決定さ れました。  

そこで本校においても，下記のとおり臨時休業を延長しますので，ご連絡申し上げま

す。  

また，併せて，臨時休業期間の長期化に伴い，保護者の皆様にもご心配を頂いており

ます，子どもたちの学習面等での取組についても，教育委員会から示された方針も踏ま

え，お知らせさせていただきます。  

 ご家庭においても，家庭学習等に計画的に取り組めるよう，保護者の皆様から子ども

たちにお声かけいただくことをお願いいたします。  

 

記 

 

１ 臨時休業期間の延長について 

（１）臨時休業の延長 

５月 31 日（日）まで延長します。 

※ なお，今後の国及び京都府の動向や本市域の感染状況等を踏まえ，期間を変更

することがありますので，その際は，速やかにお知らせさせていただきます。 

 

（２）特例預かり等の実施について（小学校・義務教育学校前期課程） 

引き続き，やむを得ずご家庭で過ごすことが難しい子どもたちに限り，特例預か

りを実施します。詳細については，５月 13 日以降にお知らせする「臨時休業期間

中の児童の特例預かりの実施について」をご覧ください。 


